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１ 人権を巡る最近の状況（１）
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（１）人権侵犯事件の状況（平成31年・令和元年）

○ 新規救済手続開始件数

全 国 15,420件（平成30年 19,063件 対前年比 ▲19.1％）

新潟県 290件（平成30年 355件 対前年比 ▲18.3％）

（法務省資料より）

【新規救済手続開始件数からみた特徴】

① インターネット上の人権侵害情報に関する事件数が平成29年に次いで
過去２番目に多い件数を記録

1,985件（平成30年 1,910件 対前年比 ＋4.0％）

② セクシャル・ハラスメントに関する事件数が増加

445件（平成30年 410件 対前年比 ＋8.5％）



１ 人権を巡る最近の状況（２）
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（２）人権にかかわる法制度等の整備

【最近施行された主な人権に関する法律等】

○ 障害者差別解消法（平成28年４月）

「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」等

○ ヘイトスピーチ解消法（平成28年６月）

「相談体制の整備」「教育の充実」「啓発活動」等

○ 部落差別の解消の推進に関する法律（平成28年12月）

「相談体制の充実」「教育及び啓発」等

○ 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例

（平成30年10月）

「性的指向・性自認を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」
「ヘイトスピーチ解消の取組」等



１ 人権を巡る最近の状況（３）
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（３）人権にかかわる主な事件・動き

○ 新型コロナウイルス感染症に係る差別・偏見、誹謗中傷等

・感染者やその家族、治療・対策に携わる方々等に対する差別・偏見や
誹謗中傷、デマの拡散等

○ インターネット・SNSにおける誹謗中傷

・国がプロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方等につい
て検討会を開催（令和２年４月から）

○ 感染症患者等

・元患者家族によるハンセン病訴訟で、熊本地裁が国に賠償命令、国が
控訴を断念（令和元年６月、７月）

○ 性的指向・性自認

・新潟市パートナーシップ宣誓制度の開始（令和２年４月）
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１ 人権を巡る最近の状況（４）
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（４）人権に関する意識（平成30年度県民アンケート調査より）

○ 現在の日本で、基本的人権が守られていると思いますか。

○ これまでに「自分の人権が侵害された」と思ったことがありますか。

「よく守られている」「だいたい守られている」68.1％（前回H25比 ▲6.8）
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○ 人権や差別にかかわる問題として、誰について（何について）の人権
や差別の問題に関心がありますか。（回答はいくつでも）



２ 本県の人権教育・啓発の取組（１）
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（１）新潟県総合計画

○ 人権問題解決に向けた取組や方向性を明記

○ 達成目標として二つの指標を設定

主要指標 人権を尊重することは「とても大切だと思う」県民の割合

（現状値）64.4％（2018年度）→ 増加させる

関連指標 人権教育、啓発推進計画等策定済み市町村数

（現状値）19市町村（2017年度）→ 30市町村（2024年度）

〔誰もが個人として尊重され、共に暮らせる社会の実現〕

すべての人が個人として尊重される社会の実現のためには、差別や偏見をな
くす必要があるが、女性、子ども、障害者、同和問題、外国人、新潟水俣病被
害者、性的指向・性自認等、今でも様々な分野において差別や偏見がある。
（略）さらに、インターネットによる人権侵害やいわゆるヘイトスピーチ等新
たな人権問題も生じており、より一層の人権啓発を推進する必要がある。



２ 本県の人権教育・啓発の取組（２）
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（２）新潟県人権教育・啓発推進基本指針

○ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年）に基づき、本県が
取り組むべき人権教育・啓発の基本的な方向を示す。（平成16年４月策定）

○ 策定後の社会情勢の変化を踏まえ、全面的に見直し（令和２年３月）
インターネットによる人権侵害、性的指向・性自認を理由とする偏見や差

別等の人権課題への対応や、人権に関する法整備などを反映

○ 指針の構成
第１章 基本的な考え方
第２章 様々な場を通じた人権教育・人権啓発の推進
第３章 分野別人権施策の推進
第４章 人権にかかわりの深い特定の職業に従事する人に対する人権教育の推進
第５章 人権施策推進に向けて

目標 「県民一人ひとりがすべての人々に対して開かれた心で互いの人権を
認め、尊重しあう」社会の実現

指針に基づき、総合的な取組を推進



２ 本県の人権教育・啓発の取組（３）
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（３）推進体制

○ 人権施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、庁内体制として「新潟県
人権施策推進会議」を設置

○ 人権施策の全庁的な集約、人権施策の展開方針や重点項目の設定等を
行う。

庁内の密接な連携のもとに諸施策を推進

本会議 議長（知事）、副議長（副知事）、委員（部局長等）

幹事会
幹事長（福祉保健部長）、副幹事長（福祉保健課長）、
幹事（部局企画主幹・関係課長等）



３ 令和元年度取組実績と令和２年度取組計画
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※ 実績及び計画の詳細については、「資料３」「資料４」を参照

○ 様々な場を通じた人権教育・人権啓発の推進（指針第２章）

（１）学校教育における人権教育の推進

〔基本方針〕
学校教育においては、人権が尊重される学級づくり、学校づくりをとおし

て、子ども一人一人を大切にしながら、発達の段階に応じた計画的・組織的な
人権教育、同和教育を行い、人権に関する理解を深め、豊かな人権感覚を養
い、互いに自他の大切さを認め合う態度や行動力を身に付けさせる。
そのため、「新潟県人権教育基本方針」に基づき、教育活動全体を通じて

様々な人権課題の解決に向けた取組を図るとともに、課題を抱える子どもたち
に寄り添いかかわる同和教育を中核にした人権教育を着実に実践する。
また、同和問題をはじめとする研修の充実を図り、教職員一人一人の指導力

の向上を目指す。

〔主な取組の方向〕

・授業等の改善 ・環境づくり

・研修の充実



〈事業紹介① 義務教育課〉

研究授業などによる研修

人権教育、同和教育指導者研修会

・日時 令和元年６月26日

・会場 上越市立東本町小学校

・参加者 14人（児童生徒支援加配教員）

・参観授業 ６年生「又四郎のつぶやき」

○参観者の声

文部科学省 人権教育研究指定校事業

・指定校 胎内市立きのと小学校

・日時 令和元年11月１日

・研究主題 自分もみんなも大切にする子の育成

・指定校 柏崎市立第一中学校

・日時 令和元年11月22日

・研究主題 一人一人の関わりと家庭・地域との

つながりを大切にした人権教育の充実
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・子どもたちがもつ圧倒的な知識量に驚いた。

・子どもたちが問題を自分に引きつけて振り返っ
ている様子が素晴らしかった。

・授業のねらいに迫るために、児童の思考の流れ
や予想される反応、発言を熟考した上で、資料
の焦点化や発問の厳選が行われていました。

・学校全体で一丸となって同和教育に取り組む姿
が見てとれた。



人権教育、同和教育新潟県教育委員会研究指定校事業
研究指定校：六日町高等学校

・平成30年度、令和元年度の研究指定事業

・「『過去』から学び、『現在』をとらえ、『未来』へつながる人権教
育･同和教育の推進と、それに向けた効果的な職員研修の在り方」を
テーマとした実践的研究

・令和元年７月に、「性的マイノリティに対する差別について」をテー
マに公開授業を実施

○事業実績

H16・H17 H18・H19 H20・H21 H22・H23

小千谷西 上越総合技術 新潟翠江 西新発田

H24・H25 H26・H27 H28・H29 H30・R1

柏崎総合 三条東 村上桜ヶ丘 六日町

〈事業紹介② 高等学校教育課〉
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（２）社会教育における人権教育の推進

〔基本方針〕

すべての人々の人権が尊重される地域社会づくりを目指して、公民館等の
社会教育施設を活用し、地域の実情や学習者のニーズに応じ、多様な学習情
報や学習プログラムを提供するなどして、人権に関する学習の充実に努め
る。また、様々な人権問題に関して深い見識を持つ人材を活用し、地域にお
ける人権教育、同和教育の指導者を養成する。

〔主な取組の方向〕

・多様な学習機会の充実

・地域社会における指導者の養成と資質の向上

・学習プログラムの開発・提供



○令和元年10月27日 新発田市生涯学習センター

「人権教育指導者研修会」の開催

主催：新潟県教育委員会、共催：新発田市教育委員会

○参加者数 61人
（民生委員、児童委員、自治会役員、
行政職員、教職員、人権問題に関心
のある方等）

○人権教育の啓発事業として、
・「ＬＧＢＴなどの性的マイノリティ」をテーマにした講演

講師：星 賢人 様、星 真梨子 様

・ＤＶＤ「あなたがあなたらしく生きるために」上演

〈事業紹介 生涯学習推進課〉
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（３）企業・団体等に対する人権啓発の推進

〔基本方針〕

企業・団体等に対しては、その社会的責任を自覚するよう促し、男女
共同参画社会の実現をはじめ、統一応募用紙の使用等公正な採用選考や
配置・昇進などについて、人権に配慮した適切な対応を行うよう、企業
等の経営者や管理者を中心に啓発に努める。

〔主な取組の方向〕

・資料・情報の提供

・講演会の開催等

・多様な広報媒体を活用した広報・啓発



・令和元年10月24日 朱鷺メッセ

「企業の社会的責任と人権セミナー」の開催

＜概要＞

ガイダンス「SDGsと人権」

講師：石本 貴之 氏（認定NPO法人新潟NPO協会代表理事・事務局長）

県内企業の取組紹介
長谷川 恵理 氏（一正蒲鉾(株)）

清水 和夫 氏（フジイコーポレーション(株)）

工藤 知子 氏（アフリカンベーカリーカフェ ナミ テテ)

パネルディスカッション

説明「公正な採用選考について」

新潟労働局

実施：新潟県（福祉保健課人権啓発室、労政雇用課）
後援：新潟県中小企業団体中央会、新潟県商工会連合会、（一社）新潟県経営者協会、

新潟経済同友会、（一社）新潟県建設業協会、新潟商工会議所、（一社）新潟市建設業協会、
（一社）新潟県商工会議所連合会

・企業関係者の人権意識の普及と高揚を図るため
セミナーを開催

〈事業紹介 福祉保健課人権啓発室、労政雇用課〉
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（４）県民に対する人権啓発の推進

〔基本方針〕
広く県民に対しては、人権についての正しい理解と認識が深まり、日

常生活における人権感覚が身に付くよう、様々な手法を活用して広報・
啓発を推進する。

〔主な取組の方向〕

・多様な広報媒体を活用した広報・啓発

・人権講演会等の各種イベントの実施

・資料作成・配布

・「人権啓発活動ネットワーク協議会」などを活用し、国・市町
村・民間団体と連携を図りながら進める啓発



人権啓発キャラバン「人権ハート回収大作戦」

〈事業紹介① 福祉保健課人権啓発室〉

・児童の人権意識高揚を図るため、人権
学習、人権イメージキャラクターとの
交流など訪問校ごとに様々なイベント
を実施

・平成13年度から実施している啓発事業
令和元年度までに、県内233校を訪問
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人権週間に関する啓発広報

・人権週間（12月４～10日）に合わせた啓発広報を実施

〈事業紹介② 福祉保健課人権啓発室、労政雇用課〉

・新聞広告やポスターの掲示等により幅広い方々に向
けて啓発

・新潟県長岡市出身のシンガーソングライター、琴音
（ことね）さんの「今」という楽曲とタイアップし
て、人権侵害の悩みを抱えた人の心のつぶやきを伝
えるCMを制作
※CMは、新潟県内の民放各局やJR主要駅のデジタルサイネージ、
YouTube True View広告で発信
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「人権を大切にする県民のつどい」

・身近にある“人権”について、楽しみながら考
えていただく機会として開催(12月４日～10日
の人権週間に合わせて開催）

〈事業紹介③ 福祉保健課人権啓発室〉
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＜概要＞

・ステージイベント等（令和元年12月７日 アピタ新潟西店）
人権擁護委員の活動紹介

人権擁護委員協議会によるパネルシアター、手作り紙芝居等

障害者週間イベント

人権啓発ビデオ上映会

新潟アルビレックスＢＣ選手によるトーク＆サイン会 ほか

・じんけんパネル展（令和元年12月１～７日 アピタ新潟西店）

主催：新潟県、新潟県人権啓発活動ネットワーク協議会（構成団体：新潟県、新潟地
方法務局、新潟県人権擁護委員連合会、新潟市）
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（５）インターネットによる人権侵害を防ぐための啓発の推進

〔基本方針〕
インターネットによる人権侵害を防ぐために、児童生徒を含め県民一人

一人が、個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解を深め、インター
ネットによる人権侵害となる行為を防止するための教育・啓発を行うとと
もに、トラブルへの対処のため相談窓口の活用を啓発する。

〔主な取組の方向〕

・有害情報に対する対策の実施

・差別表現など人権を侵害する情報について関係機関と連携して対応



・「スマホ・ケータイと正しくつきあうために」をテーマに、ＮＴ
Ｔドコモから講師を招き、全校生徒と教職員対象の講演会を実施

・ＳＮＳ等のインターネットによる人権侵害の実態、トラブル防止
等の注意点、適切なコミュニケーションの在り方等を学んだ。

人権教育、同和教育推進事業

○有恒高等学校「メディア講演会」

・「ネットトラブルの現状と対策」をテーマに、ＩＣＴカウンセ
ラー協会の安川雅史様を講師に招き、全校生徒と教職員を対象に
講演会を実施

・トラブルの現状やインターネットとの適切な関わり方等を学んだ。

〈事業紹介① 高等学校教育課〉

○長岡向陵高等学校「スマホ・ケータイ安全教室」
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児童、学生対象の情報モラル・リテラシー教室の実施

・ネット犯罪の被害者にならない、加害者に
ならないために、情報モラルとリテラシー
向上を図るため、児童及び学生等を対象に
講演を実施

・令和元年度は、県内10校、計約1,800人を対
象に実施

実施日 学校名
令和元年４月18日 敬和学園大学

令和元年６月３日 北里大学保健衛生専門学院

令和元年６月12日 五泉市立五泉北中学校

令和元年６月14日 柏崎市産業大学

令和元年６月24日 新潟第一高校

令和元年７月１日 新潟大学

令和元年７月５日 南魚沼市立城内小学校

令和元年９月17日 新潟県立はまなす特別支援学校

令和２年１月1 5日 南魚沼市立城内小学校

令和 ２年 ２ 月 ３ 日 新発田市立加治川中学校

〈事業紹介② 警察本部サイバー犯罪対策課〉
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○ 分野別人権施策の推進（指針第３章）

（１）女性

〔主な取組の方向〕

・男女平等を推進する社会づくり

・女性が活躍できる社会づくり

・男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり

・施策の総合的・計画的推進

〔基本方針〕
男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会の実現に向けて、意

識啓発はもとより地域、職場などでの日ごろの具体的、実践的な取組を通
じて、男女平等社会の形成の意義について理解を深め、その推進に取り組
んでいく。



ハッピー・パートナー企業の募集

・男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両
立できるよう職場環境を整えたり、女性労働者の
育成・登用などに積極的に取り組む企業等を
「ハッピー・パートナー企業」として登録し、そ
の取組を支援

また、取組をより一層進めている企業に対して、
「イクメン応援プラス認定」、「子育て応援プラ
ス認定」として上乗せ認定

・累計登録数（令和２年３月末現在）

ハッピー・パートナー企業 1,056社

イクメン応援プラス認定 109社

子育て応援プラス認定 256社

〈事業紹介 男女平等社会推進課〉
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（２）子ども・若者

〔基本方針〕
県民一人一人が「国籍にかかわらず子どもは基本的人権が保障された存

在であり、権利を行使する主体である」との認識を持ち、子どもの人権を
尊重する社会づくりを推進する。

特に、児童虐待、いじめ、児童買春等の子どもをめぐる深刻な事件の発
生に鑑み、子どもの人権を保護するため、福祉、保健、教育、医療、警
察、民間団体等の関係機関が連携し、一層の体制整備に努める。

また、有害広告物などの既存の媒体やインターネット上の有害情報から
子どもを守るための取組を進める。

〔主な取組の方向〕

・いじめ防止の推進

・児童虐待防止への取組

・要保護児童の権利擁護対策

・児童買春・児童ポルノ等の根絶に向けた取組の推進

・有害情報からの遮断に向けた啓発

・子どもの貧困対策の推進

・ひきこもりとなった子どもなどへの対応



青少年に対する自画撮りの不当な要求行為の禁止

・青少年が自分の裸をスマートフォン等で撮影させられた上、メール等

で送らせる「自画撮り被害」が後を絶たない。

・県では、自画撮り被害の根絶を目的に、新潟県青少年健全育成条例を

改正し、青少年に対し自画撮り画像の不当な要求行為を禁止した。

・また、啓発リーフレットを作成し、被害防止に取り組んだ。

〈事業紹介 子ども家庭課〉
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（３）高齢者

〔主な取組の方向〕

・啓発活動の推進

・社会参加活動の促進と自立支援

・権利擁護の推進

〔基本方針〕
高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を送る

ことができる社会の構築を目指す。
また、「長寿社会を支える一員としての高齢者」として、長年培ってき

た経験と知識を活かし、社会活動に積極的に参加するなど、高齢者が年
齢、性別、人種、国籍又はその他の地位に関わらず、尊厳を持って、公正
な取扱いを受け、その経済的貢献に関係なく評価され、尊重される社会の
実現を目指す。



・会場：新潟、長岡、上越

「シニアカレッジ新潟」の開催

○参加者の声

今回の講座で知り合った仲間の皆さんと

も親しくなり、生涯学ぼうとされる姿勢に

感動しました。大変刺激になりました。

主催：社会福祉法人新潟県社会福祉協議会

・学習の機会を提供することと併せて、
仲間づくりや地域活動の担い手を養成
することを目的として毎年開催

・修了者数：224人

新しい知識を得ることは興味深く、楽し

く受講できました。健康、生活面について

学んだ内容はすぐに実行でき、日々の生活

に役立っています。

〈事業紹介 高齢福祉保健課〉
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（４）障害者

〔主な取組の方向〕

・啓発活動の推進

・社会参加の促進

・雇用・就労の促進

・教育環境の整備

・地域生活の支援

・権利擁護の推進

・福祉サービスの利用援助

・福祉のまちづくりの推進

〔基本方針〕
障害のある人が他の人々と同様に一人の人間として尊重され、社会の一

員として地域で暮らし、自分らしい自立した生活と社会参加ができるよ
う、県民一人一人が障害者に対する理解を深め、障害者に対する偏見や差
別意識をなくし人権意識の高揚を図るとともに、障害の特性に応じた合理
的配慮の提供、福祉サービスの充実、就労の促進、教育環境の改善、社会
活動への参加機会の充実、人にやさしいまちづくりの推進など障害者を取
り巻く生活環境全般にわたる取組を進める。



「障害者週間イベント」

主催：新潟県、新潟県人権啓発活動ネットワーク協議会（構成団体：新潟県、新潟地方法務局、
新潟県人権擁護委員連合会、新潟市）

・障害に関する理解を深め、偏見や差別のない共
生社会の実現に向け、「心の輪を広げる体験
作文」、「障害者週間ポスター」の受賞作品
の表彰式や、手話ミニ講座、盲導犬デモンス
トレーションをイベント内で実施
（令和元年12月７日 アピタ新潟西店）

・ステージイベントには、手話通訳あり

<障害者週間：12月３～９日>

〈事業紹介 障害福祉課〉
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（５）同和問題

〔主な取組の方向〕

・啓発活動の推進

・相談体制の充実

・学校教育における推進

・社会教育における推進

・一般対策の推進

〔基本方針〕
同和問題の解決を図るために、地域改善対策協議会の意見具申や部落差

別解消推進法の趣旨に則し、また、これまでの同和問題に関する教育・啓
発活動の中で積み上げられてきた成果や問題点を踏まえ、引き続き人権意
識の高揚を図り、偏見や差別の解消に向け、同和問題に取り組む民間団体
とも連携して積極的な教育・啓発活動を行うとともに、生活環境の改善
等、残された課題については一般対策により対応する。

また、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、国が行う部落
差別の実態に係る調査に協力するとともに、本県として、差別の実情を受
け止め、実効的な施策を進めることと併せて教育・啓発を推進する。



「同和問題映画上映会」の開催

主催：新潟県、新潟県人権啓発活動ネットワーク協議会（構成団体：新潟県、新潟地方法務局、新潟
県人権擁護委員連合会、新潟市）

・同和問題についての啓発事業として、

映画「橋のない川」（原作 住井すゑ）

を上映

・令和元年９月15日 新潟市民プラザ

〈事業紹介① 福祉保健課人権啓発室〉
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・参加者数 326人

○参加者の声

差別のむごさ、決して負けずに立ち上がる姿に心

が熱くなりました。

いわれのない差別は人としてすべきでない。皆平

等である。

30年前原作を読み、映画を観た。

改めて感動し、差別のない社会に…

と考えた。

考えるキッカケとなったと思う。



主催：新潟県教育委員会

共催：各市町村教育委員会

地区 日時 会場・参加者数

上越地区 令和元年６月21日（金） ユートピアくびき希望館・55名
中越地区 三条会場 令和元年７月25日（木） 三条市栄庁舎・43名
中越地区 刈羽会場 令和元年７月26日（金） 刈羽村ラピカ・60名

中越地区 魚沼会場 令和元年７月29日（月） 魚沼市中央公民館46名
下越地区 令和元年８月６日（火） 新発田市豊浦地区公民館・55名
佐渡地区 令和元年８月２日（金） トキのむら元気館・18名

人権教育、同和教育主任等研修会

○研修の目的

各学校の人権教育、同和教育
主任や教頭等の指導力向上及び
各学校における人権教育、同和
教育の推進

２年間かけて、すべての小・中・義

務教育・特別支援学校及び中等

教育学校の担当者が参加

協議題＜例＞

・人権教育、同和教育の授業の位置づけ

・研修の充実と主任の役割～部落差別解消推進法の

周知、『教職員研修の手引き』の活用～

〇参加者同士でテーマに沿って協議

〈事業紹介② 義務教育課〉
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文部科学省 人権教育研究指定校事業
研究指定校：柏崎常盤高等学校

・平成30年度、令和元年度の研究指定事業

・「地域と連携した人権教育～学校、地域をつなぐ人権教育の体制づく
り～」をテーマとした実践的研究

・令和元年12月に、「『同和教育（就職差別について）』～採用選考を
通して公正な社会について考える～」をテーマに公開授業を実施

H16・H17 H18・H19 H20・H21 H22・H23

中条 十日町、
十日町総合

糸魚川白嶺 栃尾

H24・H25 H26・H27 H28・H29 H30・R1

阿賀黎明(高･中) 津南中等 佐渡総合 柏崎常盤

○事業実績

〈事業紹介③ 高等学校教育課〉
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（６）外国人

〔基本方針〕
国際化の進展が地域レベルで広がり、外国人労働者の増加などにより本県で

暮らす外国人が増加しており、同じ地域住民として外国人と共生する多文化共
生社会の実現に向けて、互いの人権を尊重することと併せ、異なる考え方や文
化・習慣を持つ人々を特別視せず、その違いを理解することが重要である。ま
た、今後外国人の増加が見込まれる中、異なる言語、習慣、考え方等の違いを
持つ人々の日常生活への支援に取り組む必要がある。
ここのため、民間団体、公益財団法人新潟県国際交流協会、教育機関、市町村
等と連携し、国際理解及び人権意識の高揚のための普及啓発活動や交流活動に
よる相互理解の促進、国際理解教育の推進を図る。
ささらに、外国人が人権を尊重され、安心して暮らせるよう、支援活動を行う
民間団体等の活動を支援し、連携を進め、災害時も含めた外国人への情報提供
や相談・支援体制の充実を図る。

〔主な取組の方向〕

・国際理解教育の推進及び啓発活動の充実
・企業等への啓発
・外国人への情報提供や相談・支援体制の充実
・外国人労働者への情報提供や相談・支援体制
・民間団体等の活動支援・連携促進
・ヘイトスピーチへの対応



「外国人相談センター新潟」を開設

県内在住外国人向けの多言語による相談窓口を

令和元年10月１日に開設

・窓口開設時間

月～金曜日 10時～17時

（祝日・年末年始を除く。）

・英語、中国語、ベトナム語

等 11言語以上に対応

※新潟県国際交流協会に運営委託

（国「外国人受入環境整備交付金」を
活用）
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〈事業紹介 国際課〉
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（７）感染症患者等

〔主な取組の方向〕

・ＨＩＶ感染者・エイズ患者等への支援等の充実

・ハンセン病患者・元患者及び家族等への支援等の充実

〔基本方針〕
感染症患者等に対する差別や偏見の解消のため、あらゆる機会を通じ

て正しい知識の啓発・普及活動を行うとともに、患者・感染者やその家
族等の意向を十分に尊重しながら支援の充実を図る。
施施策の推進に当たっては、ハンセン病問題に関わる2001（平成13）年
及び2019（令和元）年の判決並びに内閣総理大臣談話などを踏まえ取り
組む。



【県内２会場で開催】
（上越会場）

開催日時：令和２年12月１日
開催場所：アコーレ上越
検査受検者数：29人

（長岡会場）
開催日時：令和２年12月７日
開催場所：イオンモール新潟南
検査受検者数：59人

主催：新潟県、新潟市 事業協力：FM PORT、新潟デザイン専門学校、新潟理容美容専門学校

・ＨＩＶ／エイズに関する正しい知識の普及啓発のため、12月１日の
「世界エイズデー」に合わせ、啓発イベントを開催

ＨＩＶ感染者・エイズ患者等への支援等の充実

・ＨＩＶ検査を受検しやすい体制づくりの一環として、無料匿名ＨＩＶ
検査も併せて実施

39

〈事業紹介① 健康対策課〉



・令和元年８月24日

長岡市立中央図書館 講堂

○参加者の声

・本当に知らないということは罪なことだと思

いました。皆が平等に暮らせる世の中があた

りまえでいる事を申し訳なく思います。

・偏見のない世の中であって欲しい。みんな

生きているのは、誰でも一緒。関係ない。

主催：新潟県、新潟県藤楓協会 共催：長岡市

・ハンセン病に関する啓発事業として、
映画「あん」上映会を実施

・参加者数：約170人

（事前予約制・準備座席分満員）

ハンセン病に関するパネル展も同時に開催
40

〈事業紹介② 健康対策課〉

ハンセン病患者・元患者及び家族等への支援等の充実
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（８）新潟水俣病被害者

〔基本方針〕
「新潟水俣病地域福祉推進条例」に基づき、被害者や関係市町村、関係

団体と連携しながら、条例の普及啓発や、「環境と人間のふれあい館」の
活用等による新潟水俣病についての正しい理解を深める教育・啓発、地域
社会の再生融和、新潟水俣病患者への保健・福祉対策などを行うことによ
り、被害者や家族の人権に対する理解を深め、偏見や差別を生まない取組
を進める。

〔主な取組の方向〕

・「環境と人間のふれあい館（新潟水俣病資料館）」を通じた啓発

・学校教育における推進

・地域社会の再生・融和の促進

・新潟水俣病患者への保健・福祉対策



環境と人間のふれあい館運営 「語り部」口演

• 県民の新潟水俣病問題への理解を深めることを目的に、被害者自ら
その被害の実態を語る「語り部」口演を実施

• 令和元年度は口演を95回（参加者5,942人）実施

42

○ 小中学生の感想

「差別や偏見は、絶対にゆるしてはい
けない。」という意思を、さらに強く
持つことができました。

わたしたちは、新潟水俣病の正しい知識
を得ること、人のことを差別しないことが
世の中を良くすることだと分かりました。

〈事業紹介 生活衛生課〉
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（９）北朝鮮による拉致被害者

〔基本方針〕
拉致問題は日朝間の最重要課題であるとともに、本県にとっても県民の

人権を侵害された重大な問題であることから、国に対して早期解決に向け
て引き続き強く働きかけを行う必要がある。
ままた、拉致問題についての県民の意識啓発を図るとともに、帰国した拉
致被害者とそのご家族に対しては、地域において安定した生活を営み、安
心して暮らすことができるよう国・市と連携し、きめ細やかな支援策を講
じていく。

〔主な取組の方向〕

・国に対する早期解決の働きかけ

・県民の意識啓発の推進

・拉致被害者へのきめ細やかな支援



・令和元年11月16日 新潟市民芸術文化会館

「忘れるな拉致 県民集会」の開催

＜概要＞

・拉致被害者及び特定失踪者のご家族の訴え

・国際政治学者 伊豆見 元 氏 (東京国際大学

教授）による講演

・政府への署名簿提出

・新潟市ジュニア合唱団ミニコンサート

主催：新潟日報社、新潟県、新潟市

・北朝鮮による拉致被害者の早期帰国を願い
新潟市、新潟日報社とともに「忘れるな拉
致 県民集会」を開催

・参加者数 700人以上

〈事業紹介 国際課拉致問題調整室〉
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（10）犯罪被害者やその家族

〔主な取組の方向〕

・県民やマスメディアに対する周知及び啓発

・犯罪被害者等に対する支援団体や相談窓口の周知

〔基本方針〕
犯罪被害者やその家族に接する職員をはじめとして、広く県民に対し、犯

罪被害者やその家族の人権に対する理解を深めるための啓発を行うとともに、
マスメディアによる人権侵害に対してのマスメディア側の自主的な取組が図
られるよう理解を求める。
ままた、犯罪被害者等に対する支援を行う民間団体や相談窓口の周知に努め
る。



「犯罪被害者支援連絡協議会・講演会」の開催

・被害者のためにどのような支援が可能であるかなどについて情報交換
し、関係行政機関、団体等が緊密な連携を図り、被害者のニーズに
応じた支援活動を効果的に推進することを目的として、検察庁、弁
護士会、県、医師会など24団体により設立

・被害直後の遺族等の心情を理解し、被害者に寄り添った支援を推進し
ていくため、犯罪被害者遺族等による講演を開催

〈事業紹介 新潟県警察 犯罪被害者支援室〉
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（11）刑を終えて出所した人等

〔主な取組の方向〕

・偏見や差別を解消するための啓発

（12）性的指向・性自認を理由とする偏見や差別

〔主な取組の方向〕

・県民や企業への啓発、行政職員への研修

・偏見や差別を解消する教育

〔基本方針〕
刑を終えて出所した人等が、地域社会において孤立し、新たな犯罪を重

ねることがないよう、差別や偏見の解消に向け、関係機関、関係団体と連
携・協力し、啓発等に努める。

〔基本方針〕
性的指向、性自認を理由とした偏見や差別は、社会生活の様々な場面で

人権侵害等の問題につながることから、講演会の開催や啓発資料の配布な
ど様々な手法により広く県民や企業への啓発を行うとともに行政職員への
研修を行う。
また、学校においては、児童生徒の心情に配慮した支援、教職員を対象

とした研修機会の積極的な確保、偏見や差別を解消する教育を行う。



・令和元年11月30日 新潟市民プラザ

・ＬＧＢＴなど性的少数者に対する理解を深
めることを目的とした啓発事業として、
映画「彼らが本気で編むときは、」を上映

参加者数：約100人

48

〈事業紹介 福祉保健課人権啓発室〉

人権映画上映会の開催

主催：新潟県、新潟県人権啓発活動ネットワーク協議会（構成団体：新潟県、新潟地方法務局、
新潟県人権擁護委員連合会、新潟市）

○参加者の声

・多くの事を考えさせられ、自身が人権につい
て理解を深める事が大事だと思いました。

・相手の気持ちを思いやる大切さを考える一日
でした。
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（13）様々な人権問題

〔基本方針〕
前述のほか、アイヌの人、在日韓国・朝鮮の人、ホームレスの人、中国残

留邦人などに対する偏見や差別、また東日本大震災に起因する偏見や差別そ
の他の様々な人権問題についても、それぞれの問題の状況に応じて適切な取
組を行うことが必要であり、あらゆる機会を通じて、偏見、差別を解消し、
人権意識の高揚を図るための施策を推進する。

〔主な取組の方向〕

・偏見・差別の解消や人権尊重の意識を高める施策の推進
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○ 人権にかかわりの深い特定の職業に従事する人に対する人権教育
の推進（指針第４章）

○ 人権施策推進に向けて（指針第５章）

・公務員 ・教職員・社会教育関係職員

・警察職員 ・医療・保健・福祉関係者

・消防職員 ・その他

・庁内推進体制の整備

・人権尊重の視点に立った職務遂行

・人権課題への適切な対応

・職員に対する研修等の実施

・関係機関等との連携

・基本指針の見直し等



４ 令和２年度の重点項目
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○ 重点項目の設定方針

（１）当該年度に特に啓発を行うような事情や法改正等で特に変化のある分野

（２）（１）を踏まえ、人権啓発室が各施策啓発の応援を行う分野

○ 重点項目

（１）同和問題（部落差別）に関する取組

（２）障害者の差別解消の推進等に関する取組

（３）北朝鮮による拉致問題の理解促進に関する取組

（４）新潟水俣病の教訓を生かす取組

（５）新型コロナウイルス感染症に係る差別・偏見、誹謗中傷等に関する取組


